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柳井市英語活動・学習推進派遣業務プロポーザル選定委員会設置要領

１　設置
[bookmark: _GoBack]　　柳井市英語活動・学習推進派遣業務のＡＬＴ派遣に際し、公募型プロポーザル方式により業者選定を行うため、柳井市英語活動・学習推進派遣業務プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。

２　掌握事務
　　選定委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
（１）公募型プロポーザルの実施にあたり、柳井市英語活動・学習推進派遣業務の仕様書、
募集の方法及び審査の基準を定める。
（２）公募型プロポーザル方式により、受託候補者の選定を行う。

３　組織
（１）選定委員会は、教育長、教育部長、学校教育課長、学校教育課長補佐をもって組織す
る。
（２）委員長は、教育長をもって充て、会務を総理する。
（３）副委員長は、教育部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、
その職務を代理する。

４　会議
（１）選定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
（２）会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
（３）会議における審議事項は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の
決するところとなる。
（４）委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び
説明を聴くことができる。

５　事務局
　　業者選定に関する事務を処理するため、事務局を学校教育課へ置く。

６　設置期間
　　選定委員会の設置は、委員長が招集した日から業者が決定するまでの期間とする。

7　その他
　　この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
